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○新座市こども医療費支給に関する条例施行規則 

昭和４８年７月７日 

規則第２１号 

改正 昭和５９年１２月２２日規則第３３号 

昭和６３年１０月２６日規則第３３号 

平成４年６月４日規則第２０号 

平成５年５月３１日規則第１６号 

（題名改称） 

平成７年５月２５日規則第２８号 

平成７年１１月２８日規則第３６号 

平成９年６月２７日規則第１８号 

平成１０年６月２２日規則第１９号 

平成１１年９月３０日規則第２４号 

平成１６年１２月２２日規則第３１号 

平成１７年３月３１日規則第２７号 

平成１７年６月２４日規則第４１号 

平成２０年３月２８日規則第３号 

（題名改称） 

平成２１年３月３１日規則第１６号 

平成２２年９月３０日規則第３７号 

平成２３年１２月２２日規則第４１号 

平成２４年３月２７日規則第５号 

平成２４年１２月２５日規則第６２号 

平成２６年１１月２５日規則第４２号 

平成２９年１２月２０日規則第４５号 

令和３年３月２４日規則第１４号 

令和４年７月１２日規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新座市こども医療費支給に関する条例（昭和４８年新座市

条例第３４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの
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とする。 

（昭６３規則３３・平４規則２０・平２０規則３・一部改正） 

（社会保険各法） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる

法律とする。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（昭５９規則３３・追加、平９規則１８・平１０規則１９・一部改正） 

（受給資格登録申請書） 

第３条 条例第６条第１項に規定する規則で定める受給資格登録申請書は、こど

も医療費受給資格登録申請書とする。 

（平２２規則３７・全改） 

（受給資格証の交付等） 

第４条 条例第６条第１項の規定により登録した者（以下「受給資格者」という。）

に対し、こども医療費受給資格証（別記様式）を交付するものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による認定を行わないときは、こども医療費受給資

格登録申請却下通知書により同条第１項の申請書を提出した者に通知するもの

とする。 

３ こども医療費受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給

資格証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

４ こども医療費受給資格証の始期は、前条の申請書を提出した日とする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。 

(1) 条例第３条の対象のこどもの出生、転入その他同条に規定する受給資格を

得るに至つた日の翌日から起算して１５日以内（当該期間が経過するまでの

間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該やむを得ない理由

がやんだ後１５日以内）に前条の申請書を提出したとき 出生、転入その他

受給資格を得るに至つた日 
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(2) 災害その他やむを得ない理由により、前条の申請書を提出することができ

なかつた場合において、当該やむを得ない理由がやんだ後１５日以内にその

申請書を提出したとき やむを得ない理由により申請書を提出することがで

きなくなつた日 

（昭５９規則３３・旧第３条繰下・一部改正、昭６３規則３３・平４規

則２０・平２０規則３・平２２規則３７・令３規則１４・一部改正） 

（支給の申請等） 

第５条 条例第５条第１項の規定による支給の申請は、こども医療費交付申請書

によらなければならない。 

２ 条例第５条第２項の規定による保険医療機関等の請求は、こども医療費請求

書によらなければならない。 

３ 市長は、条例第５条第２項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報

酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができ

る。この場合において、前項の規定は、適用しない。 

（昭５９規則３３・旧第５条繰下・一部改正、昭６３規則３３・平４規

則２０・平１７規則２７・平２０規則３・一部改正、平２２規則３７・

旧第６条繰上、平２４規則５・一部改正） 

（支給の決定） 

第６条 前条第１項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、当該

申請に係る支給の額を決定したときは、こども医療費支給決定通知書により、

申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により支給を決定した医療費は、速やかに申請者に交付するもの

とする。この場合において、申請者の死亡等により当該申請者に交付すること

ができないときは、市長が定める者に交付するものとする。 

（昭５９規則３３・旧第６条繰下・一部改正、平１７規則２７・平１７

規則４１・平２０規則３・一部改正、平２２規則３７・旧第７条繰上、

平２４規則６２・一部改正） 

（届出事項） 

第７条 受給資格者は、自己又は条例第３条の対象のこどもについて、氏名、住

所、加入医療保険等受給資格の登録事項に変更があつたときは、こども医療費
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受給資格内容等変更届を速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 受給資格者は、条例第３条に規定する支給の対象に該当しなくなつたときは、

こども医療費受給資格喪失届を速やかに市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、受給資格者がその資格を喪失したと認めたときは、こども医療費受

給資格消滅通知書により受給資格者に通知するものとする。ただし、受給資格

者又は条例第３条の対象のこどもが死亡した場合は、この限りでない。 

（昭５９規則３３・旧第８条繰下・一部改正、昭６３規則３３・平４規

則２０・平２０規則３・一部改正、平２２規則３７・旧第９条繰上・一

部改正、平２４規則６２・旧第８条繰上） 

（受給資格証の返還） 

第８条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかにこども医療費受給

資格証を市長に返還しなければならない。 

（昭５９規則３３・旧第９条繰下・一部改正、昭６３規則３３・平４規

則２０・平２０規則３・一部改正、平２２規則３７・旧第１０条繰上、

平２４規則６２・旧第９条繰上） 

（返還請求） 

第９条 条例第１０条の規定による医療費の返還の請求は、こども医療費返還請

求書により医療費を返還すべき者に通知して行うものとする。 

（平２４規則６２・追加） 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他のこども医療費の支

給に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。 

（昭６３規則３３・追加、平４規則２０・平５規則１６・平２０規則３・

平２１規則１６・一部改正、平２２規則３７・旧第１１条繰上、平２９

規則４５・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４８年７月１日から適用する。 

附 則（昭和５９年規則第３３号） 

１ この規則は、昭和６０年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に改正前の新座市乳児医療費支給に関する条例施行
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規則の規定により交付されている乳児医療費受給資格証については、改正後の

新座市乳児医療費支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみ

なす。 

附 則（昭和６３年規則第３３号） 

１ この規則は、昭和６３年１１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に第１３条の規定による改正前の新座市乳児医療費

支給に関する条例施行規則の規定により交付されている乳児医療費受給資格証

については、同条の規定による改正後の新座市乳児医療費支給に関する条例施

行規則の規定により交付されたものとみなす。 

附 則（平成４年規則第２０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の新座市乳児医療費支給に関する条例施行規則の

規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の新座市乳幼児医療費支

給条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（新座市役所出張所処務規則の一部改正） 

３ 新座市役所出張所処務規則（昭和５５年新座市規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

（新座市事務分掌規則の一部改正） 

４ 新座市事務分掌規則（昭和６３年新座市規則第２７号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成５年規則第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年６月１日から施行する。 

附 則（平成７年規則第２８号） 

この規則は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年規則第３６号） 
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この規則は、平成７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成９年規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１０年規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の新座市乳幼児

医療費支給条例施行規則、第２条の規定による改正後の新座市老人の医療費の支

給に関する条例施行規則、第３条の規定による改正後の新座市重度心身障害者医

療費支給に関する条例施行規則、第４条の規定による改正後の新座市高額療養費

資金貸付基金条例施行規則第２条第３号及び第４条、第５条の規定による改正後

の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第７条第３号及び第１１条第２

項第１号並びに第６条の規定による改正後の新座市指定訪問看護利用料等に関す

る条例施行規則の規定は、平成１０年１月１日から、第５条の規定による改正後

の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第８条第１号の規定は、同年４

月１日から適用する。 

附 則（平成１１年規則第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第３１号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２７号） 

１ この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の

日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年規則第４１号） 

１ この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の新座市乳幼児医療費支給条例施行規則、第２条

の規定による改正後の新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例施行規

則及び第３条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例施行
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規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、

同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年規則第３号） 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２１年規則第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第３７号） 

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例施行規則第４条第４項の規定

は、この規則の施行の日以後にこども医療費の支給の対象となった者について

適用し、同日前にこども医療費の支給の対象となった者については、なお従前

の例による。 

附 則（平成２３年規則第４１号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第５号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則

の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療

費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年規則第６２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第４２号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の新座市こども医療費支給に関する条例施行

規則の規定により交付されているこども医療費受給資格証については、改正後

の新座市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により交付されたこど

も医療費受給資格証とみなす。 

附 則（平成２９年規則第４５号）抄 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第１４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則

の施行の日以後の受給資格登録申請に係るこども医療費受給資格証の始期につ

いて適用し、同日前の受給資格登録申請に係るこども医療費受給資格証の始期

については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年規則第２６号） 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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別記様式（第４条関係） 

（平２０規則３・全改、平２３規則４１・平２６規則４２・令４規則２

６・一部改正） 

 


